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員
の
顔
写
真
等
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取
得
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訓
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を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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駒 
 

健 
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職
員
の
顔
写
真
等
の
取
得
に
関
す
る
訓
令 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
訓
令
は
、
職
員
の
県
庁
舎
へ
の
入
庁
又
は
執
務
室
へ
の
入
室
の
管
理
に
必
要
な
職
員
の
顔

写
真
及
び
そ
の
デ
ー
タ
（
以
下
「
顔
写
真
等
」
と
い
う
。
）
の
取
得
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

 

（
顔
写
真
等
の
取
得
等
） 

第
三
号 



第
二
条 

任
命
権
者
の
求
め
に
応
じ
、
職
員
は
、
顔
写
真
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
任
命
権
者
は
、
職
員
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
に
代
え
、
広
島
県
職
員

証
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
五
年
広
島
県
訓
令
・
広
島
県
議
会
事
務
局
訓
令
・
広
島
県
教
育
委
員
会
訓

令
・
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
・
広
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
・
広
島
県
監
査
委
員
訓
令
・
広
島
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
職
員
証
の
写
真
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 


